
原発事故損害賠償請求の原発事故損害賠償請求の
合同説明会・個別相談会合同説明会・個別相談会

共催◇ 福島県弁護士会
◇ 東北税理士会福島県支部連合会

弁護士と税理士が原発事故の損害賠償請求やその逸失

利益の算定について簡単に説明し個別相談に応じます！

日時 平成24年2月12日（日）10:00～15:30
[1] 弁護士・税理士の合同説明会 10:00～11:00
[2] 個別相談会（受付14:30まで）11:00～15:30

場所 福島会場：コラッセふくしま401（定員60名）
郡山会場：郡山ビューホテル4F （定員80名）

利益の算定について簡単に説明し個別相談に応じます！

[連絡先] 県弁護士会館 TEL 024-534-2334

《 持参するもの 》
１．事業者の事業内容が分かる資料（謄本・定款など）
２．過去3期分の決算書（原発事故前の実績が分かるもの）
３．原発事故（3月11日）以降の試算表など
４．その他逸失利益が算定できる資料



福島会場：コラッセふくしま福島会場：コラッセふくしま

郡山会場：郡山ビューホテル


